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49 保健医療局 がん医療・在宅療養の取組の着実な推進 

事
業
概
要 

【がん医療】 

平成 30 年３月に、「東京都がん対策推進計画（第二次改定）」を策定し、本計画

に基づき、がん患者を含めた都民が、がんを知り、がんを克服することを目指し、

行政、がん患者を含めた都民、医療従事者、関係団体、事業主等が一体となって、

がん対策を推進している。 

 

【在宅療養】 

急速な高齢化の進展や都民のニーズ、制度の変化等に対応し、限られた医療資

源を有効に活用しながら、都民が住み慣れた地域で安心して適切に在宅療養がで

きる仕組みの構築を目指し、都内全域で地域の実情に応じた在宅療養の推進を図

っている。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

【がん医療】 

平成 13 年度から がん診療連携拠点病院 整備 

平成 20 年３月    東京都がん対策推進計画 策定 

平成 20 年度から 東京都認定がん診療病院 整備 

         （平成 27年度から東京都がん診療連携拠点病院に変更） 

平成 22 年度      がん登録推進事業 開始 

平成 24 年度から 東京都がん診療連携協力病院 整備 

小児がん拠点病院 整備 

平成 25 年３月  東京都がん対策推進計画（第一次改定） 

平成 25 年度から  東京都小児がん診療病院 整備 

         東京都小児がん診療連携協議会 設置 

平成 26 年３月  東京都がんポータルサイト 開設 

平成 27 年度から 地域がん診療病院 整備 

平成 30 年３月  東京都がん対策推進計画（第二次改定） 

平成 30 年度   緩和ケア推進事業 開始 

         ＡＹＡ世代等がん患者支援事業 開始 

         がん患者の治療と仕事の両立支援事業 開始 

令和２年度    緩和ケア地域移行モデル事業 実施（令和３年度まで） 

令和３年９月    ＡＹＡ世代がん相談情報センター 設置 

         若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業 開始 

令和５年度    がん患者へのアピアランスケア支援事業 開始 

 

【在宅療養】 

平成 19 年度   在宅療養環境整備支援事業（区市町村包括補助事業） 開始 

平成 21 年度   在宅医療相互研修事業（※） 開始 

平成 22 年度      在宅医療連携推進事業 実施 

         在宅医療普及事業 開始 

（平成 27 年度から在宅療養普及事業に名称変更） 

平成 23 年度   在宅療養支援員養成事業 開始 

         医療連携強化研修事業（※） 開始 

平成 24 年度   在宅医等相互支援体制構築事業 開始（平成 29年度まで） 

平成 25 年度   小児等在宅医療連携拠点事業 開始（平成 26 年度まで）   

在宅療養推進区市町村支援事業 開始（平成 27年度まで） 



こ
れ
ま
で
の
経
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平成 26 年度   在宅療養研修事業（※を再構築）開始 

         在宅療養移行支援事業 開始 

         在宅療養支援員育成事業 開始 

         （平成 27 年度から在宅療養移行体制強化事業に名称変更） 

（平成 30年度から入退院時連携強化事業として再構築） 

在宅療養推進基盤整備事業 開始 

平成 27 年度   区市町村在宅療養推進事業 開始 

         退院支援人材育成事業 開始 

平成 28 年度   暮らしの場における看取り支援事業 開始 

        （令和２年度からＡＣＰ推進事業として再構築） 

平成 29 年度   小児等在宅医療推進事業 開始 

平成 30 年度   在宅医療参入促進事業 開始 

         入退院時連携強化事業 開始 

小児等在宅医療推進研修事業 開始 

 令和元年度    東京都多職種連携ネットワーク事業 開始 

令和２年度    ＩＣＴを活用した医療介護連携モデル事業 実施（令和２年 

度まで） 

          ＡＣＰ推進事業 開始 

令和４年度    切れ目のない在宅医療体制整備支援事業 実施 

令和５年度    在宅医療推進強化事業 開始 

現
在
の
進
行
状
況 

【がん医療】 

○ 東京都がん対策推進計画（第二次改定） 

全体目標として「患者本位のがん医療の実現」等の三つの目標を掲げ、がん

対策を総合的に推進 

 

○ がん診療連携拠点病院の整備 

・ 地域において質の高いがん医療を効率的に提供するため、高度ながん医療

機能を有する病院として国が指定（28 病院） 

・ 集学的治療及び緩和ケアを提供する体制、がん診療連携協力体制の整備を

図るほか、相談支援、院内がん登録等を実施 

 

○ 地域がん診療病院の整備 

がん診療拠点病院が指定されていない二次保健医療圏において、がん診療連

携拠点病院との連携により、集学的治療等を提供するとともに、緩和ケア、相

談支援等の基本的ながん診療機能を確保した病院を国が指定（１病院） 

 

○ 東京都がん診療連携拠点病院の整備 

国が指定するがん診療連携拠点病院と同等の高度ながん医療機能を有する病

院を都独自に指定（９病院） 

 

○ 東京都がん診療連携協力病院の整備 

がんの発症部位ごとに高度ながん医療機能を有する病院を都独自に指定 

（20病院） 

 

 

 



現
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○ がん登録推進事業 

がん医療の水準の向上を図るため、都内医療機関の院内がん登録データの収

集・分析を行うとともに、院内がん登録実務者の人材育成を実施（都立駒込病

院に院内がん登録室を設置） 

 

○ 小児がん拠点病院の整備 

地域における小児がん医療及び支援を提供する中心的役割を担う病院とし

て、国が指定（２病院） 

 

○ 東京都小児がん診療病院の整備 

国の小児がん拠点病院に準じて、小児がんの診断や治療において一定の実績

を有する医療機関を都独自に認定（13病院） 

 
○ 東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会の運営 

小児がん拠点病院や東京都小児がん診療病院による東京都小児・ＡＹＡ世代

がん診療連携ネットワークを構築し、ネットワーク参画病院を中心とした東京

都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会において、早期診断・早期治療のため

の診療連携、相談支援及び普及啓発等に関する課題を検討 
 

○ 東京都がんポータルサイト 
がんの予防・早期発見、がん医療、緩和ケア、がん相談、がん登録等、がん

に関する情報を一元化し、分かりやすく提供 
 

○ 緩和ケア推進事業 

  がん患者が切れ目なく緩和ケアを受けられる体制の整備のため、薬剤師、リ

ハビリテーション職、臨床心理士等に対する緩和ケア研修を行うなど、地域の

医療従事者への緩和ケアの知識等の普及に向けた取組や住み慣れた地域で緩和

ケアを受けられる体制の確保のための取組を実施 

 

○ ＡＹＡ世代等がん患者支援事業 

  ＡＹＡ世代がん患者及びその家族の相談支援に関する事例や情報等を集約す

るとともに、患者や家族に相談支援に関する情報を提供するほか、患者サロン

やピアカウンセリング等を実施することにより、ＡＹＡ世代がん患者が適切な

相談支援を受けられるよう、必要な体制を整備 

 

○ 若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業 

  がん治療により、生殖機能が低下する、または失うおそれがある若年がん患

者等に対して、将来の妊娠に備え、希望を持ってがん治療に取り組めるよう、

生殖機能温存に関する意思決定を支援するとともに、生殖機能温存治療、凍結

組織の保存費用及びがん治療後の妊娠のための治療に要する経費を助成 

 

○ がん患者の治療と仕事の両立支援事業 

  がん患者の治療と仕事の両立を支援するため、就業継続等に必要な支援策の

検討を進めるとともに、企業における両立支援の取組を推進するための普及啓

発等を実施 

 

○ がん患者へのアピアランスケア支援事業（医療保健政策区市町村包括補助事

業） 

脱毛や乳房の切除など、がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化の悩み

を抱えている患者に対し、ウィッグなどの購入等に係る費用を助成する区市町

村の取組を支援 



現
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【在宅療養】 

○ 在宅療養普及事業 

・ 誰もが安心して在宅療養ができる仕組みを構築するため、「東京都在宅療養

推進会議」を開催し、都内全域で地域の実情に応じた在宅療養を推進 

・ 入院治療から在宅療養への円滑な移行を促進するため、「東京都退院支援マ

ニュアル」（平成 27 年度改訂）を病院、訪問看護ステーション、居宅介護支

援事業所、区市町村等へ配布 

・ 在宅療養に関する都民の理解促進を図るため、普及啓発動画を制作 

 

○ 在宅療養環境整備支援事業（医療保健政策区市町村包括補助事業） 

地域における在宅医療・介護の連携推進に向け、区市町村が地域の実情に応

じて実施する取組を支援 

 

○ 在宅療養研修事業 

地域において在宅療養推進の中心的な役割を担う「在宅療養地域リーダー」

を養成する。 

また、地域ごとに、在宅療養の取組等に関する理解促進のための病院におけ

る研修や、病院スタッフと在宅療養患者を支えるスタッフとの相互研修を実施 

 

○ 入退院時連携強化事業 

入退院時における、入院医療機関と地域の医療・介護関係者との連携・情報

共有の一層の促進に向け、病院や地域の関係機関に従事する多職種を対象とし

た実践的な研修を実施 

あわせて、研修修了者を院内に配置し、入退院支援に取り組む 200 床未満の

都内の病院に対し、人件費の一部について補助を実施 

 

○ 退院支援人材育成事業 

退院支援業務に従事する人材の確保を図るため、退院支援業務を行う専門部

署を設置していない医療機関の従事者に対して、退院支援に必要な知識等を習

得する研修を実施 

 

○ 区市町村在宅療養推進事業 

 地域における在宅療養体制の構築を図るため、在宅医療・介護の提供体制の

充実に向けた先駆的な取組、切れ目のない在宅医療提供体制の構築や医療・介

護関係者等の情報共有等のための取組、小児等に対する在宅医療提供体制の整

備に係る取組を行う区市町村を支援 

 

○ 在宅医療参入促進事業 

今後の在宅医療等の需要増に対応するため、訪問診療等を実施していない診

療所の医師等を対象とした在宅医療に関する理解を深めるためのセミナー等を

開催し、在宅医療への参入を促進 

 

○ 小児等在宅医療推進研修事業 

小児等の在宅医療を担う人材の育成・確保を図るため、在宅医等向けに小児

在宅医療に関する研修を実施 

 



 

現
在
の
進
行
状
況 

○ 東京都多職種連携ネットワーク事業 

各地域で運用されている多職種連携システムの違いにかかわらず円滑に患者

情報にアクセスできるポータルサイトを構築し、地域の医療・介護関係者の情

報共有を円滑かつ緊密なものとするとともに、病院と地域の医療・介護関係者

間の情報共有、病院間の連携にも活用するなど、広域的な連携を促進 

 

〇 ＡＣＰ推進事業 

都民が希望する医療・ケアを受けることができるよう、アドバンス・ケア・

プランニング（ＡＣＰ）について、医療・介護関係者に対する実践力の向上の

ための研修等を実施するとともに、「わたしの思い手帳」の小冊子を都民へ配布 

 

○ 在宅医療推進強化事業 

  在宅医療の推進を強化するために、往診を支援する事業者や地域の診療所間

の連携などにより、地域における 24 時間診療体制の構築に取り組む地区医師会

を支援するとともに、在宅医等がオンラインを活用して病院からの診療支援を

円滑に受けられる仕組みを構築 

今
後
の
見
通
し 

【がん医療】 

○ 「東京都がん対策推進計画（第二次改定）」に掲げる目標の達成に向け、がん

の医療提供体制の推進、切れ目のない緩和ケアの提供、ライフステージ（小児・

ＡＹＡ世代、働く世代、高齢者）に応じた対策等に取り組んでいく。 

 

○ 「東京都がん対策推進計画」の第三次改定（計画期間：令和６年度から令和

11 年度まで）に向け、検討を進める。 

 

【在宅療養】 

○ 住民に最も身近な区市町村を在宅療養の実施主体とした、地域包括ケアシス

テムの構築を目指し、地域の実情に応じた取組を支援していく。 
 
○ 医療・介護連携、普及啓発、人材育成などにおいて広域的な取組が必要な課

題等については、区市町村との役割分担を明確にした上で、関係団体等とも連

携し、取組を進めていく。 
 

問合せ先 保健医療局 医療政策部 医療政策課 電話 03-5320-4423 

 


